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一部事務組合等の取扱いについて 
    

 

 

 

一部事務組合等の取扱いについて、次のとおり提案する。 
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東近江市・能登川町・蒲生町合併検討協議会 

会 長  中 村  功 一 

 

記 
 

  

 一部事務組合等の取扱いは、別紙のとおりとする。 



１．能登川町及び蒲生町は合併の前日をもって当該一部事務組合を脱退し、東近江市として引き続き加入する。

●東近江行政組合　　　　　　　　　　　●八日市衛生プラント組合 　   　　　　●中部清掃組合           　　 　　　●布引斎苑組合

●滋賀県市町交通災害共済組合　　　　　●滋賀県市町職員研修センター 　 　　  ●滋賀県自治会館管理組合

２．合併の日の前日をもって当該一部事務組合等を脱退する。

●滋賀県市町職員退職手当組合　　　　

●滋賀県市町議会議員公務災害補償等組合

●日野町、蒲生町、竜王町、安土町及び能登川町教育委員会社会教育主事共同設置

●滋賀県市町土地開発公社

●近江八幡市、安土町、蒲生町、日野町及び竜王町介護認定審査会（共同設置）

３．合併の日の前日をもって共同設置を廃止する。

●東近江市及び能登川町介護認定審査会

４．（仮称）財団法人東近江市地域振興事業団に統合するよう調整に努める。

●財団法人 能登川町文化体育振興事業団

●蒲生町文化体育振興事業団

５．事務の委託については、合併の日の前日をもって規約を廃し、東近江市において現行の事務委託内容により合併の日に締結する。

●東近江市、蒲生町、日野町及び能登川町障害児通園(デイサービス）事業の事務委託に関する規約

●近江八幡市、安土町及び能登川町における大中の湖地区基幹水利施設管理事業事務委託に関する規約

６．蒲生町は合併の前日をもって当該協議会を脱退し、東近江市として引き続き加入する。

●近江八幡市、蒲生町、日野町及び竜王町日野川用水施設管理協議会

協定項目番号

能登川町、蒲生町が加入している一部事務組合等の取扱いについては、次のとおりとする。

東近江市・能登川町・蒲生町合併検討協議会の調整方針

１２ 協定項目名 　　一部事務組合等の取扱い

調　整　方　針
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滋賀県市町土地開発公社

東近江市・能登川町介護認定審査会

近江八幡市・蒲生郡介護認定審査会

湖東広域
　 衛生管理組合

可燃ごみ
処理、し尿

心身障害児
通園事業

滋賀県市町交通災害共済組合

広域行政
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　　業務

県地域振興局機構

合併の枠組み

障害児通園事業事務委託

滋賀県市町議会議員
　　公務災害補償等組合

神崎・蒲生郡社会教育主事共同設置
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中部清掃組合 ごみ処理

布引斎苑組合 火葬場

愛知郡
　 広域行政組合
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火葬場
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滋賀県市町職員研修センター

滋賀県自治会館管理組合

滋賀県市町職員退職手当組合
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彦根市・豊郷町・
多賀町・甲良町
合併協議会

東近江市・能登川町・蒲生町合併検討協議会

湖東地域振興局東近江地域振興局

資　料　１

１２協 定 項 目 Ｎ o .

一　　部　　事　　務　　組　　合　　・　　広　　域　　行　　政　　の　　現　　況

協　　定　　項　　目

大中の湖地区基幹水利施設管理事務委託 ○○ 安土町○

日野川用水施設管理協議会 ○ ○ 日野町・竜王町 ○




